
共済期間
共済期間は、共済掛金を払い込んだ日の
翌月1日から1年間で毎年自動的に更新
されます。ただし、責任の始期は、共済掛
金を払い込んだ日の翌日とします。

共済金の請求とお支払い
被共済者が共済金の支払を受ける状態と
なったときは、60日以内に、必要書類を
当組合または取扱代理所へご提出くださ
い。共済金のお支払はご指定の口座振込
となります。
（注）共済金の請求手続きが遅れる場合には、30日

以内に事故の報告をしてください。
（注）当組合は、平常の業務に従事することまたは

平常の生活に支障がない程度に傷害がなおっ
た時以降の入・通院に対しては、傷害入・通
院共済金をお支払いしません。

共済金をお支払いできない主な場合
①戦争変乱、自殺（ただし、生命傷害共
済契約については加入後1年以上の場

合はお支払いたします。）
②共済金受取人または被共済者の故意に
よる場合ならびに犯罪行為、闘争行為、
刑の執行
③告知（健康状態通知書含む）の際に、
故意または重大な過失によって重要な
事実を通知しなかったか、または重要
な事項について不実のことを通知した
場合
（裏面の生命傷害共済の場合のみ）

（注）上記以外にもお支払できない場合がありま
す。詳しくは当組合または代理所におたずね
ください。

傷害・災害・高度障害
傷害とは外来の急激、かつ、偶然な事故
により身体に被害を受けた場合をいい、
いわゆるけがのことをいいます。
災害とは次の場合のことをいいます。
①交通事故
②建造物、工作物等の倒壊または建造物、
工作物等からのものの落下

③崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
④火災または破裂、爆発
⑤台風・竜巻・落雷
（注）上記以外にも災害となる場合があります。ま

た状況によっては災害とならない場合があり
ますので、ご注意ください。

高度障害とは次の場合のことをいいます。
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久
に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障害を
残し、終身常に介護を要するもの
④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身
常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかま
たはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかま
たはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1
下肢を足関節以上で失ったかまたはそ
の用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、
1下肢を足関節以上で失ったもの

（注）1．被共済者が100人以上の契約者については、共済掛金はそれぞれ1割引とします。
2．100万円コースは、200万円コースの全て半額となります。
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契 約
コ ー ス

共 済 掛 金 死亡（高度障害）共済金 後 遺 障 害
共 済 金

傷害入院
共 済 金
（日額）

傷害通院
共 済 金
（日額）年払掛金 月払掛金 災害死亡 傷害死亡

５００万円 １３,８００円 １,１５０円 １,０００万円 ５００万円 １,０００～１５万円

３,０００円 １,５００円４００万円 １２,０００円 １,０００円 ８００万円 ４００万円 ８００～１２万円

３００万円 １０,２００円 ８５０円 ６００万円 ３００万円 ６００～ ９万円

２００万円 ７,２００円 ６００円 ４００万円 ２００万円 ４００～ ６万円 ２,４００円 １,２００円

共
済
金
の
種
類

死亡（高度障害）共済金
１．災害死亡（高度障害）共済金 共済期間内の災害により、事故の日から180日以内に死亡し、または高

度障害となったとき共済金額の倍額が支払われます。
２．傷害死亡（高度障害）共済金 共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に死亡し、または高

度障害となったとき共済金額相当額が支払われます。
後遺障害共済金
共済期間内の災害または傷害により、事故の日から180日以内に別表で定める後遺障害となったとき、それ
ぞれの支払割合により支払われます。
傷害入院共済金・傷害通院共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が7日以上におよんだ
場合、1事故につき事故の日から1年間を限度として入院日および実通院日に対して支払われます。

資

格

ご
加
入
の

満6歳以上満80歳未満の方ならどなたでもご加入できます。（ただし、申込日現在において、健康で、正常
に就業し、又は日常生活を営んでいる方に限ります。）

2018.6従業員の福祉向上のために

傷 害 共 済

※職種によってはご契約の制限またはお引き受けできない場合がありますので、代理所または組合までご照会ください。（林業、海運業、
高所作業を伴う土木建設など）
※個人情報の取扱について…ご加入に際してご提出いただく個人情報は法令を遵守しその安全管理に努めます。
※このパンフレットは、共済制度の概要を説明したものです。詳しくは「約款」・「重要事項説明書」をご覧ください。
※共済のご加入に際し、県内で事業を実施されている方は、1口200円の出資にて組合へのご加入をお願いします。 2018．63，000S



「共済期間」、「共済金の請求とお支払い」、「共済金をお支払いできない主な場合」および「傷害・災害・高度障
害の用語の定義」は、裏面の傷害共済の場合と同じです。

（注）1．200万円以下の共済契約の場合に限り、満35歳未満の被共済者の共済掛金は1割引とします。
2．100万円コースは、200万円コースの全て半額となります。

共
済
金
の
種
類

死亡（高度障害）共済金
１．災害死亡（高度障害）共済金 共済期間内の災害により、事故の日から180日以内に死亡し、または高

度障害となったとき共済金額の3倍額が支払われます。
２．傷害死亡（高度障害）共済金 共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に死亡し、または高

度障害となったとき共済金額の倍額が支払われます。
３．普通死亡（高度障害）共済金 共済期間内に死亡し、または高度障害となったとき共済金額相当額が支

払われます。

後遺障害共済金
共済期間内の災害または傷害により、事故の日から180日以内に別表で定める後遺障害となったとき、それ
ぞれの支払割合により支払われます。

傷害入院共済金・傷害通院共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が7日以上におよんだ
場合、1事故につき事故の日から1年間を限度として入院日および実通院日に対して支払われます。

ご
加
入
の
資
格

１．満6歳以上満65歳未満の方ならどなたでもご加入できます。（ただし、申込日現在において、健康で、
正常に就業し、又は日常生活を営んでいる方に限ります。）満60歳以上の方は200万円が引受限度額となり
ます。なお、継続加入の場合に限り、引き続き満70歳未満まで加入することができますが、満65歳になっ
たのちの共済金額は100万円となります。
２．原則として無診査ですが、400万円、500万円および1，000万円コースについては申込時に健康状態通知
書を提出していただきます。
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障
内
容

契 約
コース

共 済 掛 金 死亡（高度障害）共済金 後 遺 障 害
共 済 金

傷害入院
共 済 金
（日額）

傷害通院
共 済 金
（日額）年払掛金 月払掛金 災害死亡 傷害死亡 普通死亡

１,０００万円９６,０００円 ８,０００円 ３,０００万円２,０００万円１,０００万円 ２,０００～３０万円

３,０００円 １,５００円

５００万円４８,０００円 ４,０００円 １,５００万円１,０００万円 ５００万円 １,０００～１５万円
４００万円３９,６００円 ３,３００円 １,２００万円 ８００万円 ４００万円 ８００～１２万円
３００万円３０,０００円 ２,５００円 ９００万円 ６００万円 ３００万円 ６００～ ９万円
２００万円１９,２００円 １,６００円 ６００万円 ４００万円 ２００万円 ４００～ ６万円２,４００円 １,２００円

2018.6お手頃な掛金で大きな安心

生命傷害共済


